
議案第 5 7号

南島原市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について

提案理由

令和 3年 4月 1日に予定する機構組織の改編及び分掌事務の一部見直しに伴い、所
要の改正を行 うもの。

令和 2年 12 月 24 日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市教育委員会事務局糸断謝雑則の一部を改正するヲ張興」

南島原市教育委員会事務局組織概則 (平成18年南島原市教育委員会捌則第4号)の一部

を次のように改正する。

第2条第1項の表教都総湧努課の項中「総務凝班」を「教育総湧鋸班」に、「施錆没管理班」を

「教育施傷費班」に改め、同表生涯学習課の項中「生涯学習班」を「社会教育班、スポーツ

振興班」に改め、同表スポーツ振興課の項を削る。

別表第1教育総湧努課の項を次のように改める。

教育総湧努課 (1) 教育委員会の庶務に関すること。教育総湧努

班
(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 規則、訓令、告示の制定及び改廃並びに法規に関

すること。

(4) 叙勲、褒章及び表彰に関すること。

(5) 文書の収受及び発継墓こ関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(8) 奨学資金に関すること。

(9) 局内事務の総合調整に関すること。

(10)市長部局等との連絡調整に関すること。

(11) 訴願、訴訟、和解、請願扱」び陳情に関すること。

(12)事務に事業の推進管理に関すること。

(13) 経理関係の調査及び醤統計に関すること。

(14) 教育委員会所管職員の任免、給与、服務、分限そ
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の他の人事に関すること。

(15) 教育委員会所管職員の公務災害補償に関するこ

と。

(16)会計年度任用職員等の雇用及び報酬の支払に関す

ること。

(17)労働安全衛生管理に関すること。

(18)教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価並びにその公表に関すること。

(19)教育振興基棉十画に関すること。

(20) 小・中学校適正規模・適正配置に関する計画及び

総合調整に関すること。

(21)広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(22)総合教育会議の運営の補助に関すること。

(23) 教育予算、決算及び経理の総合調整に関するこ

と。

(24) 備品購入に関すること。

(25)物品の管理事務の連絡調整に関すること。

(26)検収事務の連絡調整に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、他の課等に属さない

こと。

教育施編設 (1)÷学校教育施編段の整備及び維持管理に関すること。

　　
一 ‘」ー



別表第 1学校教育課の項中「小・中学校適正規模・適正配置に関すること」を「小・中

学校の統合準備委員会及び閉校準備協議会に関すること」に改め、同表生涯学習課の項を

次のように改める。

社会教育

班
(1) 生涯学習の推進に関すること。生涯学習課

(2) 生涯学習の企画、調査及び連絡調整に関するこ

と。

(3) 社会教育施鏡役の運営に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育指導員に関すること。

(6) 成人教育に関すること。

(7) 人権及び同和教育に関すること。

(8) 市立図書館に関すること。

(9) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。

(10)市民芸術文化活動の推進に関すること。

(11)文化団体の育成及び支援に関すること。
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(12) 公民館講座の企画調整に関すること。

(13) 公民館に関すること。

(14)公民館運営審議会に関すること。

(15) 自治公民館の支援に関すること。

(16)児童青少畔教育に関すること。

(17)児童青少年団体の育成及び指導者育成に関するこ

と。

(18)児童青少年関係機関との連絡調整に関すること。

(19) ユネスコ活動に関すること。

(20) その他生涯学習に関すること。

(1) 社会体育の推進に関すること。スポーツ

振興班
(2) 社会体育の企画、調査及び連絡調整に関するこ

と。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 学校体育施傷段の開放に関すること。

(5) 社会体育団体の育成及び支援に関すること。

(6) 体力づくりの推進及び実施に関すること。

(7) 社会体育施編設の運営に関すること。

(8) 社会体育施錆設の使用等に関すること。

月一 T 一



(9) その他社会体育に関すること。

別表第 1スポーツ振興課の項を削る。

附 則

このラ概則は、令和 3年 4月 1日から施行する。
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南島原市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 新旧対照表
新 旧

係爵論
1…;2条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課及び室 (以下「課等」という。) を置き、
これらの課等に、それぞれ同表の右欄に掲げる班を置く。

体餅繊
第 2条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課及び室 (以下「課等」という。) を置き、
これらの課等に、それぞれ同表の右欄に掲げる班を置く。

く略) (略)

教都総窮課 1教叡総渓甥狂、教育施設矧圧 教都総添窺課 総添靭狂、施設管理班

(略) (略)

生涯学習課 1社会教罰狂、スポーツ振興班 生涯学習課 生涯学習班

〔略) スポーツ振興課 スポーツ振興班

2 (略)

期裏第1 俳;3条関係)

(略)

2 (略)

別表第1 鮮雪3条関係)

課等 班 事務似分掌 課等 班 載拐船津

」

1,

u

教育総滞蒲課 教育総務 (1) 教育委員会の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の石議に関すること。

(3) 塊貝ーJ、訓令、告示の制{及び改廃並びに法規に関
すること。

(4) 叙勲ハ褒章及び表彰に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

教育総湧窺課 総渓卵E狂 (1) 教育委員会の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の云議に関すること。

(3) 規則、訓令、告示の制定及び敬廃並びに法規に関
すること。

(4) 金奨勲、褒章及び表彰に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

班
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新 旧

(7) 情報公開及び個人」卜部細呆護に関すること。

(8) 奨建判資金に関すること。

(9) 局内事務の総編調整に関すること。

(10) 市長部局等との連,続調整に関すること。

(11)訴願、訴訟、矛晩翠 請願及び陳情に関すること。

(12) 事務事業の推進管理に関すること。

(13)経理関係の調査及び統計に関すること。

(14) 教育委員会所管職員の任免、給与、服務、分限そ
の他の人事に関すること。

(15)教育委員会所管職員の公務災害補償に関するこ
と。

(16)会計年度任用職員等の雇用及び報酬の支払に関す
ること。

(17) 労働安全衛生管理に関すること。

(18) 教育委員会に係る事務の管一坪及び執行の状況の点
検及び尋軸面並びにその公表に関すること。

(19) 教育振興基嬬十画に関すること。

(20) 小・中学宅交適正規模・適正配置に関する計画及び
総合調整に関すること。

(21)広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(7) 情報公開及び個人J闇端呆護に関すること。

(8) 奨寒肖資金に関すること。

(9) 局内事務の総合調整に関すること。

(10) 市長部局等との墓朝総調整に関すること。

(11) 訴願、訴訟、和角蚤請願及び陳情に関すること。

(12) 覇務事業の推進管理に関すること。

(13) 経理関係の調査及び統計に関すること。

(14) 教育委員会所管職員の任免、給与、服務、分限そ
の他の人事に関すること。

(15)教育委員会所管職員の公務災害補償に関するこ
と。

(16)会計年度任用職員等の雇用及岬剛Hの支払に関す
ること。

(17) 労働安全衛生管理に関すること。

(18)教育委員会に係る事務の管理及ひi杉鯖千の状況の点
検及び轡軸面並びにその公表に関すること。

(19) 教育振興基婦十画に関すること。

(20)広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(21) 総合教育会議の運営の補助に関すること。

(22)教育予算、決算及び経理の総合調整に関するこ
と。
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新 旧

(22)総合教育会議の運営のネ靭堀こ関すること。

(23)教育予算、決算及び経理の総合調整に関するこ
と。

(24)備品購入に関すること。

(25)物品の管理事務の連絡調整に関すること。

(26)検収事務の連載総調整に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、他の課等に属さない
こ と。

(23)備品購入に関すること。

(24) 物品の管理事務の連載絡調整に関すること。

(25) 検収事務の逮る錦織酸こ関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、他の課等に属さない
こと。

施設管理 (1)掌欝校教育施設疎開薦及蝶能寺管理に関すること。

(2) 社会教育施設四璽蔭及蝶樹寺管理に関すること。

(3) 社会体育施設の整備及猟鱒寺管理に関すること。

(4) その他体育施設の整備及び維持管理に関するこ
と。

(5) 工事その他契約に関すること。

現圧

教育施設 (1) 勃坊x焔教育施設ぴ閣篇及蝶鱈雑管理に関すること。

(2) 社会教育施設伊閣篇及蝶能寺管理に関すること。

(3) 社会体育施設の整備及蝶餅雑管理に関すること。

(4) その他体育施設の整鞭i及び維持管理に関するこ
と。

(5) 工事その他契約に関すること。

勃圧

学ヰ校六教育課 匙学朝班 (1) 市立小学校及び中学校の通学区域の設定、変更及
び廃止に関すること。

(2) 児童生徒の就学、転学、退捧等に関すること。

(3) 学齢簿の作成、整理及び保管に関すること。

(4) 学校の予算配当及び予算執行審査に関すること。

(5) 彰斧事書の無償鰯給与号薪務に関すること。

(6) 教材用備品に関すること。

(7) スクールバス及び通学補助に関すること。

(8) 児適性徒の就学援助に関すること。

1

学校漣教者信果肖学朝班 (1) 市立小学校及び中学校の通学区域の設定、変更及
び廃止に関すること。

(2) 児童生徒の就学、転学、退瞥学省こ関すること。

(3) 争醤笥簿の作成、整一坪及び保管に関すること。

(4) 学校の予算配当及び予算洲行審査に関すること。

(5) 裁奔弱書の無僅鰯給与号琵務に関すること。
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新 旧

(6) 教材用備品に関すること。

(7) スクーノ》ミス及び通学補助に関すること。

(8) 日蓮生徒の就学援助に関すること。

(9) 教育美術展及び料学聞術展に関すること。

(10)軸峯交事事務の共同実施に関すること。

(11)≠戦地×六事事差卵研究会に関すること。

(12)学校教育予算に関すること。

(13) 小・中学校の統合準備委員会及び開捷準備協議広会
に関すること。

(14) 学校の設置及び廃止に関すること。

(9) 教育美術展及び科学聞術展に関すること。

(10) 学校事務の共同実施に関すること。

(11)子皿宅蛭罰務研究会に関すること。

(12) 学校教育予算に関すること。

(13) 小・中学校縦「正規模・滴 -幅.置に関すること。

(14) 学校の設置及び廃止に関すること。

学校教育
班

(1) 学糸醐編制に関すること。

(2) 薮精醜員の服務管理に関すること。

(3) 獅挽員の人事に関すること。

(4) 教材教具の整備に関すること。

(5) 学校統計に関すること。

(6) 外国語指導助手及び英語指導轍手に関すること。

(7) 学校言汽嶺損に関すること。

(8) 特別支援教育に関すること。

(9) 北嬬醜員の福利厚生に関すること。

(lo) 櫛挽員の職員団体に関すること。

(11) 教科用図書の杉癌兄及び場姉材に関すること。

(12) 校長会、教頭会等に関すること。

(13)研究指定・湖勘員研修に関すること。

学校教育
班
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新 旧

(lo)獅碗員の職員団体に関すること。

(11) 教科用図書のお需兄及び職教材に関すること。

(12)校長会、教頭会等に関すること。

(13)研究指定・教手巌員研修をこ関すること。

(14) 学校の行事等に関すること。

(15)学校における教育課程、学習指導その他学校教育
に関する専門的事項 (教育相談等を含む。)に関する
こ と。

(16) 人権教育に関すること。

(14) 学校の行事等に関すること。

(15)学校における教育課程、学習指導その他学校教育
に関する専門的事項 (教育相談等を含む。)に関する
こ と。

(16) 人権教育に関すること。

学校保健
班

(1) 児童生徒及嬢胡挽員の健康管理に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関するこ
と。

(3) 日蓮姓徒の福利厚生に関すること。

(4) 就学…勃速断診断に関すること。

(5) 学校の禦兜衛生に関すること。

(6) 結核対策に関すること。

(7) 弱斑給食に関すること。

(8) 児童生徒の安全に関すること。

(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する
こ と。

(10) 学校体育に関すること。

学校保健
班

生涯学習課 生涯学習 (1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習の企画、調査及び連絡調整に関するこ
と。

(3) 社会教育施設の運営に関すること。

班
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新 旧

(10) 学校体育に関すること。 (4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育指導員に関すること。

(6) 成人教育に関すること。

(7) 人権及び同和教育に関すること。

(8) 市立図書館に関すること。

(9) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。

(10) 市民仲術文化活動の推進に関すること。

(11) 文化団体の育成及び支援に関すること。

(12)公民負舘董座の企画調整に関すること。

(13)公民館に関すること。

(14)公民館運営審議会に関すること。

(15) 目?影公民館の支援に関すること。

(16)児遭【青少坪教育に関すること。

(17)児童青少年団体の育成及琳離渚育成に関するこ
と。

(18)児連に青少年=謝絹機関との連絡調整に関すること。

(19) ユネスコ活動に関すること。

(20) その他生涯学習に関すること。

生涯学習課 社会教育 (1) 生涯学習の推進に関すること。

墓 (2) 生涯学習の企画、調査及び連絡調整に関するこ
と。

(3) 社会教育施設の運営に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育指導員に関すること。

(6) 成人教育に関すること。

(7) 人権及び同和教育に関すること。

(8) 市立図書館に関すること。

(9) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。

(10) 市民芸術文化活動の推進に関すること。

(11) 文化団体の育成及び支援に関すること。

(12)公民倉酷割室の企醸調整に関すること。

(13)公民館に関すること。

(14)公民館運営綿議会に関すること。

(15) 自治公民館の支援に関すること。

(16)日蓮【青少坪教育に関すること。

(17)児童青少年団体の育成及び指導者育成に関するこ 1スポーツ振 スポーツ (1) 朴全体育の推進に関すること。
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新 旧

と。

(18)日蓮に青少年B謝繋機関との連絡調整に関すること。

(19) ユネスコ活動に関すること。

(20) その他生涯学習に関すること。

(2) 社会体育の企画、調否及び連絡調整に関するこ興課 振興班
』
(3) スポーツ椎准委員に関すること。

(4) 学校体育施設の開放に関すること。

(5) 朴会体育団体の育成及び安援に関すること。

(6) 体力づくりの推進及び実施に関すること。

(7) ネ十全キ体育旅詩の運営に関すること。

(8) 朴令体育締結影朝吏用等に関すること。

(9) その他社-会体育に関すること

(4) 学校体育施設の開放に関すること。

スポーツ (1) 社会体育の推進に関すること。

(2) 社会体育の企画、調否及び連絡調整に関するこ
振興班

』
(3) スポーツ推骸佳委員に関すること。

(4) 学校体育施設の開放に関すること。

(5) 社会体育団体の育成及び支援に関すること。

(6) 体力づくりの推進及び実施に関すること。

(7) ネ+≠…≧体育締結数坊運営に関すること。

(8) 社会体育施鰭設の使用等に関すること。

(9) その他社会体育に関すること。

(8) 朴令体育締結影朝吏用等に関すること

文イ頃垢課 文化財班 (1) 文化財の調査、研究究及び保護に関すること。

(2) 文化財保護審議会に関すること。

(3) 資糸輔官等の整備及び管理運営に関すること。
(6) 体力づくりの推進及び実施に関すること

(略)

文イ頃垢課 文化財班 (1) 文化財の調査、研究及び保護に関すること。

(2) 文化財保護審議会に関すること。

(3) 資糸輔官等の整備及び管理運営に関すること。

と(田◎
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○南島原市教育委員会事務局組織塊則
平成18年 3月31日教育委員会槻則第4号

改正
平成19年 6月27日教育委員会塊則第4号
平成20年3月25日教育委員会縄則第1号
平成21年1月26日教育委員会槻則第1号
平成21年3月25日教育委員会槻則第4号
平成23年8月24日教育委員会塊則第2号
平成24年 3月26日教育委員会規則第 1号
平成25年3月26日教育委員会規則第2号
平成26年2月28日教育委員会槻則第2号
平成27年3月27日教育委員会規則第2号
平成28年 3月28日教育委員会槻則第 1号
平成28年12月26日教育委員会規則第23号
平成29年3月23日教育委員会規則第2号
平成30年 3月27日教育委員会塊則第 1号
平成31年 3月27日教育委員会規則第3号
令和2年3月27日教育委員会規則第1号

南島原市教育委員会事務局糸噺畿雑則
(目的)

第「条 このラ塊則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第
17条第2項汲÷び地方教育行政の糸噺哉及び運営に関する法律施行令 (昭和31年政令第221号)
第6条の規定に基づき、南島原市教育委員会事務局 (以下「事務局」という。)の糸噺哉及び
職の設雑要等について、必要な事項を定めることを目的とする。

　　　
第2条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課及び室 (以下「課等」という。) を置き、これら
の課等に、それぞれ同表の右欄に掲げる班を置く。

課等 班

教都総溺窺課 教育総務織班、教育施鏡費班

学校教育課 肖学割班、学校教育班、学E刺激鴬班

生涯学習課 社会教育班、スポーツ振興班

文ィ頃煽深 文化財班

世界潰産推進室 世界遺産推進班

2 前項に定めるもののほか、事務局の事務の一部を処理するため、教育振興班を置くことが
できる。ただし、当該教育振興班は、生涯学習課の所管とする。

(事務分掌)
第 3条 課等の分掌事務は、別表第 1のとおりとする。
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2 教育振興班の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
(教育次長)

第4条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長をネ献左し、所管の事務を掌理し、事務局及び教育機関の所灘員を指揮監
督する。
(指導主事)

第4条の2 事務局に指導主事を置く。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する
専門的事項の指導に関する事務に従事する。
3 指謡讐主事の所凝努上の職堆は、課長、教育参事監、主幹及び参事とする。

(課長及び室長)
第 5条 課に課長を、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、教育次長の命を受け、課等の事務を掌理し、その事務を処理するため所
属の職員を指揮監確ドする。
(教育次長等以外の職員の職名及び晴遜努等)

第6条 前 3条に定める耶巌員のほか、事務局に必要な職員を置く。
2 前項の職員の職名及び職務等については、法律に特別に定めのあるものを除き、南島原市
行政組織槻則 (平成18年南島原市塊則第3号)の規定を準用する。
3 前項に定めるもののほか、方編役又キ滋幾関に置く耶灘員については、別に定める。

(その他)
第7条 教育委員会の事務処理並びに職員の服務、勤務期間、f和段等、分限及び懲戒等につい
ては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

回付貝lj
このラ塊則は、平成18年 3月31日から施行する。

附 則 (平成19年 6月27日教育委員会規則第4号)
このラ塊則は、平成19年 7月 1日から施行する。

附 則 (平成20年3月25日教育委員会規則第1号)
このラ塊則は、平成20年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成21年1月26日教育委員会測則第1号)
このラ概則は、平成21年 1月26日から施行する。

附 則 (平成21年3月25日教育委員会塊則第4号)
このラ塊則は、平成21年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成23年8月24日教育委員会規則第2号)
このラ魂則は、平成23年 8月24日から施行する。

附 則 (平成24年3月26日教育委員会測則第1号)
このラ塊則は、平成24年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成25年3月26日教育委員会規則第2号)
このラ魂則は、平成25年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成26年2月28日教育委員会捌則第2号)
このラ塊則は、平成26年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成27年3月27日教育委員会規則第2号)
この親現iiは、平成27年 4月 1日から施行する。
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附 則 (平成28年3月28日教育委員会塊則第1号)
このラ塊則は、平成28年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成28年12月26日教育委員会捌則第23号)
　　　　　　

1 このラ槻則は、平成28年12月26日から施行する。

(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 (平成26全科方津第76号)
B骸則第2条第1項の場合においては、改正後の第 1条の規定は適用せず、改正前の第 1条の
規定は、なおその効力を有する。

附 則 (平成29年3月23日教育委員会測則第2号)
このラ塊則は、平成29年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成30年3月27日教育委員会捌則第1号)
このラ塊則は、平成30年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成31年3月27日教育委員会塊則第3号)
このラ塊則は、平成31年 4月 1日から施行する。

附 則 (令和2年3月27日教育委員会槻則第1号)
このヲ塊則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

別表第 1僕納 3条陵雛系)

事務分掌課等 班

教都総務端課 教育総務班 (1) 教育委員会の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 拠則、訓令、告示の制定及び改廃並びに法規に関する
こ と。

(4) 金嫌敦、褒章及び表彰に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7)↑存報公開及び個人f都綴呆護に関すること。

(8) 奨学資金に関すること。

(9) 局内事務の総合調整に関すること。

(10)市長部局等との連絡調整に関すること。

(11) 訴願、訴訟、和解、請願扱び羽陳情に関すること。

(12)事務券事業の推進管理に関すること。
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(13)経理関係の調査及び統計に関すること。

(14)教育委員会所管晴龍員の任免、給与、服務、分限その他
の人事に関すること。

(15)教育委員会所管席灘員の公務災害ネ漸賞こ関すること。

(16)会計年度任用所巌員等の雇用及び報酬の支払に関するこ
と。

(17)労f動安全衛生管理に関すること。

(18)教育委員会に係る事務の管理及びお対テの状況の点検及
び零軸両並びにその公表に関すること。

(19)教育振興基焔十画に関すること。

(20)小・中学校適正規模・適正配置に関する計画及び総合
調整に関すること。

(21)広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(22)総合教育会議の運営の補助に関すること。

(23)教育予算、決算及び雛経理の総合調整に関すること。

(24)備品購入に関すること。

(25)物品の管理事務の連絡調整に関すること。

(26)検収事務の連絡調整に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、他の課等に属さないこ
と。

教育施錫設班 (1) 学校教育施編設の整備及蝶飽隠デ管理に関すること。

(2) 社会教育施錆設の整備及蝶樹日〒管理に関すること。

(3) 社会体育施錆設の整備及び維持管理に関すること。

(4) その他体育方錆役の整備及蝶鱒侍管理に関すること。

(5) 工事その他契約に関すること。

三′'-
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学校教育課 樫コ朝班 (1) 市立小学校及び中学校の通学区域の設定、変更及び廃
止に関すること。

(2) 児童生徒の就学、転学、退洋学等に関すること。

(3) 学齢簿の作成、整蜘聖及び保管に関すること。

(4) 学校の予算配当及び予算幸対手審査に関すること。

(5) 教科書の無償給与事務に関すること。

(6) 教材用備品に関すること。

(7) スクーノ》ミス及び通学補助に関すること。

(8) 児童生徒の就学援助に関すること。

(9) 教育美術展及び科学技術展に関すること。

(10)学校事務の共同実施に関すること。

(11)学校事務研究会に関すること。

(12)学校教育予算に関すること。

(13)小・中学校の統合準備委員会及び閉校凋徹為議会に関
すること。

(14)学校の設鱈皆及び廃止に関すること。

学校教育班 (1) 学糸醐編制に関すること。

(2) 教職員の服務管理に関すること。

(3) 教‘巌員の人事に関すること。

(4) 教材教具の整備に関すること。

(5) 学複統計に関すること。

(6) 外国語指導鋤手及び英…評議助手に関すること。

(7) 学校責粍議員に関すること。

(8) 特別支援教育に関すること。

(9) 裁お灘員の福抹ーi厚生に関すること。



(10)教職員の晴麗員団体に関すること。

(11)教科用図書の圭勲兄及凋跡耀こ関すること。

(12) 校長会、教頭西等に関すること。

(13)研究指定・教琉粥員研修をこ関すること。

(14)学校の行事等に関すること。

(15)学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関
する専門的事項 (教育相談等を含む。)に関すること。

(16)人権教育に関すること。

鴇鞠勲健班 (1) 児童生徒及凋脚巌員の健康管理に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(3) 児童生徒の福利厚生に関すること。

(4) 就学日封建康診断に関すること。

(5) 学校の環剰新衛生に関すること。

(6) 結核対策に関すること。

(7) 学機給食に関すること。

(8) 児童生徒の安全に関すること。

(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関するこ
と。

(10)学校体育に関すること。

生涯学習課 社会教育班 (1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習の企画、調査及び連絡調整に関すること。

(3) 社会教育施錆役の運営に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育指導員に関すること。
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(6) 成人教育に関すること。

(7) 人権及び同和教育に関すること。

(8) 市立図書館に関すること。

(9) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。

(10)市民芸術文化活動の推進園こ関すること。

(11)文化団体の育成及び支援に関すること。

(12)公民館講座の企回調整に関すること。

(13) 公民館に関すること。

(14)公民館運営審議会に関すること。

(15) 自治公民館の支援に関すること。

(16)児童青少坪教育に関すること。

(17)児童青少年団体の育成及び指導渚育成に関すること。

(18)児童青少年襲雛熱機関との連絡調整に関すること。

(19) ユネスコ活動に関すること。

(20)その他生涯学習に関すること。

スポーツ振
興班

(1) 社会体育の推進飽こ関すること。

(2) 社会体育の企画、調査及び連絡調整に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 学校体育施錆設の開放に関すること。

(5) 社会体育団体の育成及び支援に関すること。

(6) 体力づくりの推進及び実施に関すること。

(7) 社会体育施鏡役の運営に関すること。

(8) 社会体育施編没の使用等に関すること。

(9) その他社会体育に関すること。



文ィ頃福課 文イ狽オ班 (1) 文化財の調査、研究及び保護に関すること。

(2) 文化財保護審議会に関すること。

(3) 資料館等の整備及び管理運営に関すること。

世界遺産推進
室

世界遺産推
進班

(1) 世界遺産の推進像こ関すること。

別表第2僕檎 3条関係)
教育振興班の事務分掌

(1) 奨学資金に関すること。
(2) 学校教育方編設の維持管理に関すること。
(3) 児童生徒の就学、転学、退洋学等に関すること。
(4) 児童生徒の就学援助に関すること。
(5) 市立小・中学校に関すること。
(6) 生涯学習の推進に関すること。
(7) 社会教育施砺設の維持及び管理運営に関すること。
(8) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。
(9) 公民館講座に関すること。
(10) 公民館に関すること。
(11)児童青少年団体の育成及び指導渚育成に関すること。
(12)市民芸術文化活動の推進に関すること。
(13)文化団体の育成に関すること。
(14)社会体育の推進に関すること。
(15)学校体育方編没の開放に関すること。
(16)体力づくりの推進及び実施に関すること。
(17)社会体育方錆設の維持及び管理運営に関すること。
(18)社会体育方錆没の使用等に関すること。
(19)その他体育方錆徴こ関すること。
(20) 文ィ頃れこ関すること。



議案第 5 8号

南島原市立小・中学校処務規則の一部を改正する規則について

提案理由

卒業証書及び出席簿の様式並びに出席簿記入の手引について見直しを行うため、所
要の改正を行うもの。

令和 2年 12 月 2 4 日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市立小・中学校処務捌則の一部を改正するヲ塊則

南島原市立小・中学校処務塊貝1」(平成18年南島原市教育委員会規則第 9号)の一部を次の

ように改正する。

第4条中「様式第3号の1及び第3号の2」を「様式第3号」に改める。

様式第2号を次のように改める。

様式第2号係胎3条関係)

第 号

卒 業 言正 書

校 印 氏 名
年 月 日生

小 (中)学校の課程を卒業
したことを証する

年 月 日
南島原市立 小 (中)学校

校 長 名回
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様式第3号の1を次のように改める。

様式第3号悌納4条関係)

年 月 姑 学年 組 出席肩 学授担任名

T審議蓄電
　 　 　
　 　
　 　
　　 　 　

}I T

　 　　
　　 　 　

　 　　
　　　　

　
　 　 　

　
児童生徒出席編記入の手引

1 曜日の門は、超休日を朱書きし、その下には赤の実娘を引く。
2 日曜日を授業日とした場合、「日」の字の上に「出」と票で書き、代日の「曜日」の字の上に「代」と朱
書きする.曜日の彊の下には「00 のため巨帯」と朱書きし、余白は赤の冥綿を引く.
3 国民の祝日は.その名作をBg日の褐の下に糸署さし、余白は赤の実特を引く.
4 国民の祝日が日曜日に当たる場合.その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の曜日の轍
の下に「体日」と朱書きし、余白は赤の冥拍を引く,
6 月末の余り日は.日を表す数字の釜を含め.黒の冥挨を引く,
6 飴時に休業する場合.曜日の刊の下には「00 のため総弱体呆」と糸香さし、余白は赤の実粋を引く.
7 ft某日は、ft兼日の名作をその最初の日の璃日の質の下に朱書きし、余白は赤の夏娘を引く.ft莱最孜
の日も曜日の褐の下に赤の実綿を引き.最初の日の曜日の蝿の下から最後の日の実績の下に向けて.右下が
りの軒槍を引く。
8 8月は、日・曜日・氏名・本月末在緯飲・入字者紋・伝 (込)学者敗を記入する。
登校日は、参考のため.出欠を飴要害さしておく。

9 記入符号は、次のとおりとする.理由は備考謎に記入する。出眉の場合は空雨とする.

　　 　 　
病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

インつふ1ンケ
停止…チ 這お…の 早退…′、

16 国民の祝日
元日・成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・署分の日・昭和の日・冠法記念日・みどりの日・こども

の日・海の日・山の日◆敬老の日◆秋分の日・スポーツの日・文化の日・効儲愚鈍の日
その前日及び翌日が国民の祝日である日(国民の祝日でない日に限る。)は、ft日とする。この日は、BIZ

日の樋のTにr休日」と朱書きし.余白は赤の実韓を引く.
17 不登校伏態の児置生徒の出席の処理については、学校外の艶段において相談・指導を受け、そのことが
当該児童生徒の学校便傷のために適切であると校長が諦める場合は.出席擾いとする,なお、この場合の
出席簿の記入は‐「△」を記入する。
または、/又はxと記入した日を出席扱いと薦めた場合は、上に「△」を重ねて記入する.幅考祝には、

出席懲いとした日教及び這所又は入所した施設名を記入する,
18 出席簿は.4月1日から5月31日までi全日を記入する。
19 月末には 授末日紋・月末在純数・出席改善を記入する,
20 この記入要領以外の事項については、各佼で統一した記入要領により記入する。

10 忌引日数t3、次のとおりである.(休日は通算する。)
父母…7日 祖父母・兄弟姉婦…5日 伯叔父母…1日 曾祖父母…1日
ただし、遁距鵠の場合は、往復の日数を加瞬てきろ。

11 転入の絹舎は、その日の鶴に「.a~ と記入し、備考燭に年月日を記入する。1云入の前日までは.赤の
美揖を引く.

12 転出の場合は、その日の習に「転出」と記入し、1云出先の学校の入学許可日の前日の蟹に「転学」と記
入する。その間は、票の実婚を引く。1云学と記入した枝は、3月末まで赤の莫稗を引き、氏名も赤の1木
綾で祐治する。備考福には、1云学した年月日を記入する。

13 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その蹄、夏更の場合は、赤の1木板を引き変更す
る。誤記訂正の場合は、赤の2本鳩を引き訂正印を押す。

14 卒票学年は、卒業式の翌日め・ら3月24日まで耀日の賀の下に票の実陣を引く.
16 長期体寮日

学年始付票日 4月1日~4 月5日
夏季体系日 7月21日~8月31日
冬季休業日 12月26日~1月7日
学年末体系日 3月26日~3月31日

様式第 3号の 2を削る。

-′ー
′
島

ー ムー



附 則

このラ塊則は、令和 3年 1月 1日から施行する。
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南島原市立小 ・中学校処務規則の一部を改正する規則 新旧対照表

(出席簿の様寄り(出席簿の様鋤
第4条 校長が施行ま期則第25条の規定によって作成すべき児童生徒の出席簿は、盤塞能

3号によらなければならない。ただし、長崎県小中学校職員室ネットワーク支援シス
テムを導入した学校においては、当該システムによる様式によることができる。

第4条 校長が施行〆難則第25条の規定によって作成すべき児童生徒の出席簿は、様式第
3号の1及び第3号の2によらなければならない。ただし、長崎県小中学校職員室ネ
ットワーク支援システムを導入した学校においては、当該システムによる様式による
ことができる。

.41
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新
1 曜日の欄は、週休日を朱書きし、その下には赤の実線を引く。

2 日曜日を授業日とした場合、「日」の字の上に「出」と黒で書き、代日の「曜日」の字の上に「代」と朱害きする。曜日の欄の下には「00 のだめ振替」と朱書きし、余白は赤の実線を引

く。

3 国民の祝日は、その名称を曜日の欄の下に朱書きし、余白は赤の実線を引く。

4 国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後〔おいてその日に最も近い国民の祝日でな・日の曜日の欄の下に「休日」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

5 月末の余り日は、日を表す数字の欄を含め、黒の実線を引く。

6 臨時に休業する場合、曜日の欄の下には「00 のため臨時休業」と朱書きし‐余白は赤の実線を引く。

7 休業日は、休業日の名称をその最初の日の曜日の欄の下に朱書きし、余白は赤の実線を引く。休業瞬後の日も曜日の欄の下に赤の実線を引き、最初の日の曜日の欄の下から最後の日の実

線の下に向けて、右下がりの斜線を引 く。

8 8月は‐日・曜日・氏名 ・本月末在籍数 ・入学者数 ・転 (退 ) 学者数を記入する。

登校 日は、参考のため、出欠を鉛筆書きしておく。

9 記入符号は、次のとおりとする。理由は備考欄に記入する。出席の場合は空欄とする。

ハラ 派 倣
病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

インフルエンザ
停止…テ 遅刻… IP 早退 …ノ、

10 忌引 日数は、次のとおりである。 (休日は通算する。)

父母 …7 日 祖父母 ・兄弟姉妹…a 日 伯叔父母…1 日 舎祖父母…1 日

ただし、遠距離の場合は、往復の司教を加算できる。

11 転入の場合は、その日の欄に「転」礼 と記入し、備考欄に年月日を記入する。転入の前日までは、赤の実線を引く。

12 転出の場合は、その日の欄に「転出」と記入し、転出先の学校の入学許可日の前日の欄に「転学」と記入する。その間は、黒の実線を引く。転学と記入した後は、3月末まで赤の実線を

引き、氏名も赤の1本線でヂ将肖する。備考欄には、転学した年月日を記入する。

13 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その際、変更の場合は、赤の 1本線を引き変更する。誤記訂正の場合は、赤の 2本線を引き訂正印を押す。

14 卒業学年は、卒業式の翌日から3月 24日まで曜日の欄の下に黒の実線を引く。

15 長期休業日

学年始休業日 4月 1日~4 月 5日

夏季休業日 7月 21日~8 月 31日

冬季休業日 12月 25日~1 月 7 日

学年末休業日 3月 25日~3 月 31日

16 国民の祝日

元日・成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法記念日・みどりの日 ・こども

の日・海の日 ・山の日・敬老の日・秋分の日・スポーツの日◆文化の日・勤労感謝の日

その前 日及び翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に限る。) は、休日とする。この日は、曜日の欄の下に「休日」と朱書きし、余白は赤の実線を引 く。

17 不登校状態の児童生徒の出席の処理については、学校外の施設において相談・指導を受け、そのことが当該児童生徒の学校復帰のために適切であると校長が認める場合は、出席扱いとす

る。なお‐この場合の出席簿の記入は、「△」を記入する。

または、/ 又はxと記入した日を出席扱いと認めた場合は、上に「△」を重ねて記入する。備考欄には、出席扱いとした日数及び通所又は入所した施設名を記入する。

18 出席簿は、 4月 1 日から 3月 31 日まで全日を記入する。

19 月末には、授業日数・月末在籍数・出席数等を記入する。

20 この記入要領以外の事項については、各核で統一した記入要領により記入する。
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旧
(別納

ー小学校臆 出席簿記研 弓rl

l 曜日の欄は、週休日を朱書きし、その下には赤の実線を引く。
2 日曜日を授業日とした場合、「日」の字の上に「出」と黒で書き、代日の「曜日」の字の上に「代」と朱

書きする。曜日の欄の下には「00 のため振替」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

3 国民の祝日は、その名称を曜日の欄の下に朱書きし、余目は赤の実線を引く。

4 国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の曜日の欄

の下に「休日」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

5 月末の余り日は、日を表す数字の欄を含め、黒の実線を引く。
6 臨時に休業する場合、曜日の欄の下には「00 のため臨時休業」と朱書きし、余目は赤の実線を引く。

7 休業日は、休業日の名称をその最初の日の曜日の欄の下に朱書きし、余白は赤の実線を引く。休業最後

の日も曜日の欄の下に赤の実線を引き、最初の日の曜日の欄の下から最後の日の実線の下に向けて、右下が

りの斜線を引く。

8 8 月は、日十曜日・氏名 ・本月末在籍数 ・入学者数 十転 (退 ) 学者数を記入する。

登校日は、参考のため、出欠を鉛筆書きしておく。

9 記入符号は、次のとお りとし、理由も書く。出席の場合は、空欄とする。

ハラ 鰍 眼
病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

インフルエンザ
停止…テ 遅刻…2 早退…i、

10 忌引日数は、次のとおりである。(休日は通算する。)

父母 …7 日 祖父母 ・兄弟姉妹 ・ 日 伯叔父母…1 日 曾祖父母…1 日

ただし、遠距離の場合は、往復の日数を加算できる。

11 停止や忌引の日数は、出席 ・欠席いずれの日数にも入れない。

12 欠席の理由は、備考欄に記入する。

13 転入の場合は、その日の欄に「続」N と記入し、備考欄に年月日を記入する。転入の前日までは、赤の

実線を引く。

14 転出の場合は、その日の欄に「転出」と記入し、転出先の学校の入学許可日の前日の欄に「転学」と記

入する。その間は、黒の実線を引く。転学と記入した後は、3月末まで赤の実線を引き、氏名も赤の 1本

線で抹消する。備考欄には、転学した年月日を記入する。

15 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その際、変更の場合は、赤の 1本線を引き変更す

る。誤記訂正の場合は、赤の 2本線を引き訂正印を押す。

16 担任印は、その月の終了後、完結の意味で押印す る。

17 卒業学年は、卒業式の翌日から 3月 24日まで曜日の欄の下に黒の実線を引く。

18 長期休業日

学年始休業日 4月 1日~4 月 5日

夏季休業日 7月 21 日~8 月 31日

冬季休業日 12月 25 日~1 月 7 日

学年末休業日 3月 25日~3 月 31日

小学校児童出席簿記入の手引
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旧
1… 国民の祝E

元日・成人-の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法記念日・みどりの日‐こども

の日 ・海の日・山の日・敬老の日・秋分の日 ・スポーツの日・文化の日・勤労感謝の日

その前日;たび翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に限る。)は、休日とする。この日は、曜

E の欄の下に「休日」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

[C- 不登校一大じの児童の出席の処理については、学校外の施設において相談◆指導を受け、そのことが当該

児壷の字をミ復帰のために適切であると校長が認める場合は、出席扱いとする。なお、この場合の出席簿の

記入は、「△」を記入する。

その後、/ 又は xと記入した日が出席扱いと認められた場合は、上に「△」を重ねて記L入する。備考欄

には、出席拶-いとした日数及び通所又は入所した施設名を記入する。

[1 出席簿は、4月 1日から3月 31日まで全日を記入する。

[2 月末には、月末在籍数・出席日数・欠席日数等を記入する。

[,…, この記入要領以外の事項については、各校で統一した記入要領により記入する。
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旧
(別紙)

1 中学校生徒出席簿記入の手引 1

1 週休日は、教科の欄に「週休日」と朱書きする。

2 日曜日を授業日とした場合、代日の教科の欄に「週休日」と朱書きする。曜日の欄の下 (指導者

の欄) には 「○○のだめ振替」と朱書きする。

3 国民の祝日は、その名称を教科の欄に朱書きする。

4 国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後にお ・てその日に最も近い国民の祝日でない日の敦

科の欄に「休日」と朱書きする。

5 月の初めと終わりの余目は、月日を表す数字の欄を含め、黒の右下がりの実線を引く。

6 臨時に休業する場合、教科の欄には「00 のため臨時休業」と朱書きする。

7 休業日は、休業日の名称をその最初の日の教科の欄に朱書きし、その右から赤の実線を引く。休

業最後の日も同様にし、敦料の欄に休業日の名称を朱書きする。

8 8月は、 日 ・曜 日 ・氏名 ・本 月末在籍数 ・入学者談 ・蛤 (退 ) 学者数 を記入す る。

登校日は、参考のため、出欠を鉛筆書きしておく。

9 記入符号は、次のとおりとし、理由も書く。出席の場合は、空欄とする。

ハラ 斌 桓父

病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

インフ」し1ンザ

停止…テ 遅刻…“ 早退…i、

lo 忌引日数は、次のとおりである。(休日は通算する。)

父母…7日 祖父母 十兄弟姉妹…3日 伯叔父母… 1日 曾祖父母…1日

ただし、遠距離の場合は、往復の日数を加算できる。

11 停止や忌引の日数は、出席 ・欠席いずれの日数にも入れない。

12 欠席の理由は、備考欄に記入する。

13 転入の場合は、その日の欄に 「転入」と記入し、備考欄に年月日を記入する。転入の前日まで

は、赤 の実線 を引 く。

14 転出の場合は、その日の欄に「転出」と記入し、転出先の学校の入学許可日の前日の欄に「転

学」と記入する。その間は、黒の実線を引く。転学と記入した後は、 3月末まで赤の実線を引き、

氏名も赤の 1本線で抹消する。備考欄には、転学した年月日を記入する。

15 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その際、変更の場合は、赤の 1本線を引き

変更する。誤記訂正の場合は、赤の2本線を引き訂正印を押す。

中学校生徒出席簿記入の手引
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「日
三 担任印≧＼ その月の終了後、完結の意味で押印する。

:? 卒業学年は、卒業式の翌日から3月24日まで教科の欄に黒の実線を引く。

:[ 長期休業日

学年始休業日 4月 1日~4 月 5日

夏季体 ;に日 7月21日~8 月 31日

冬季休業日 12月 25日~1 月 ?日

学年末休業日 3月 25日~3 月 31日

IE 国民の祝日

元 日 ・町ノ の 日 ・建 国記念 の 日 ・天皇誕生 日 ・春分 の 日 ◆昭和 の日 ・憲法記念 日 ・み どりの 日 ・

こどもα 日 ・海 の 日 ・山の 日 ・敬老 の 日 ・秋分 の 日 ・スポーツの 日 ・文化 の 日 ・勤労感謝の 日

その前日或び翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に限る。) は、休日とする。この

E は、致た-の欄 に 「休 日」 と朱書 きす る。

江- 不登校状態の生徒の出席の処理については、学校外の施設にお ・て相談 ・指導を受け、そのこ

とが当該主従の学校復帰のために適切であると校長が認める場合は、出席扱いとする。なお、こ

α.場合 の出席簿 の記入 は、「△」 を記入す る。

その後、/ 又は x と記入した時間が出席扱いと認められた場合は、上に「△」を重ねて記入す

る。備考欄には、出席扱いとした日数及び通所又は入所した施設名を記入する。

rl 出席簿ドー4月 1日から3月 31日まで全日を記入する。

5 月末に≧、月末在籍数 ・出席日数 ・欠席日数等を記入する。

長, この記工要領以外の事項については、各校で統一した記入要領により記入する。



○南島原市立小・中学校処務歎雑則
平成18年 3月31日教育委員会槻則第9号

改正
平成18年10月31日教育委員会灘則第41号
平成18年12月25日教育委員会縄則第42号
平成19年 2月21日教育委員会槻則第2号
平成20年3月25日教育委員会塊則第3号
平成26年1月23日教育委員会槻則第1号
平成28年3月28日教育委員会槻則第2号
令和元年12月25日教育委員会捌則第6号

南島原市立小・中学校処務歎兇則
(目的)
条 このラ概則は、南島原市立小勤交及び中学校 (以下「学校」という。)における、学校
育法 (昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令 (昭和28年政令第
0号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行ま艶則 (昭和22年文部省令第11号。以
「施行捌則」という。)の実施並びに職員の服務及び事務処理に関し、必要な事項を定め
ことを目的とする。
(備付けの表簿及びその保管)
条 学校においては、施行捌則第28条の規定による表簿のほか、次の表簿を備えなげれば
らない。

1) 学校沿革誌
2) 率嵩正書授与台帳 (様式第1号)
3) 教育課程関係綴
4) 人事醍雛系書美嚢綴 (辞令写簿を含む。)
5) 各種命令簿
6) 公文罰綴
7) 諸願堀書綴
8) 校地校舎等の図面 (酉B線・配管等を含む。)
9) 日誌、諸会議綴
0) 統計資料綴駅
1)所斑員一覧表、学校要覧等
2) 金銭にかかわる諸帳簿
3) その他特に指定するもの
前項第 1号及び第2号は永久保存とし、その他の表簿は、5年以上これを保管しなければ
らない。

施行〆別則第28条第 1項第 3号に規定する履歴書は、長崎県教育委員会の用いる様式の例に
る。

　　　　　　
条 施行≠雑則第58条及び第79条の規定により、校長が授与する牽癒正書は、様式第 2号に
る。

(出席簿の様劫
条 校長が施行ヌ艶則第25条の規定によって作成すべき児童生徒の出席簿は、様式第 3号に

‐ 15-



よらなければならない。ただし、長崎県小中学校斯競員室ネットワーク支援システムを導入し
た学校においては、当該システムによる様式によることができる。
(全課禾裂修了者の報告等)

第5条 施行令第22条の規定により、校長が、学校の全課程を修了した児童生徒の氏名を南島
原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)に報告すると青ま、様式第4号によらなけ
ればならない。
(就沓鞄麟努の猶予又は免除の認可申請)

第6条 施行ヲ測則第34条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除の認可を受けようと
するときは、就学猶予 免除)願 (様式第 5号)に医師の証明書等その事由を証するに足る
書類を添え、その前年の11月末までに教育委員会に願い出なければならない。ただし、期日
以後において、その事由の生じたときは、その都度速やかに願い出なければならない。
(前条により認可を受けた児童生徒の事由消滅の届出)

第7条 就樫糞厳努の猶予又は免除の認可を受けた児童生徒であって、その事由が消滅したとき
は、復学届 (様式第6号)により、保護者は、その旨を速やかに教育委員会に届け出なけれ
ばならない。
(校長の所掌事項)

第8条 法第37条第4項扱」び第49条に規定する校長の校務所掌事項は、おおむね次のとおりで
ある。

(1) 所属断巌員の指揮監譜
(2) 教育課程の編成及び管理
(3) 校務分掌の設定
(4) 教職員の勤務評定に関する事項
(5) 所属席鵬員の出張命令及び願・届の処理
(6) 鴇E効編双短設備等の管理
(7) 児童生徒の賞罰
(8) 学校の貝掘努に関する事項
(9) 教職員の日宿直
(10)その他校務及び遍折属耶巌員に関する事項
(出勤簿等)

第9条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 校長は、所競員の出勤、出張、f糊段等の状況を出勤簿に記入し、整理、保管しなければなら
≠ し、。

3 校長は、毎月5日までに、その前自分の職員勤務報告書 (様式第 7号)を南島原市教育長
(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(身分に異動を生じた場合の届出)

第lo条 耶鵬員は、氏名、本籍、現住所その他身分に異動を生じたときは、直ちに、校長を通じ
教育長に届け出なければならない。ただし、車際籍又は改氏名の場合は、戸籍謄本又は抄本を
添付しなければならない。
(着任)

第11条 職員は、採用又は車碕壬を命じられたときは、発齢rの日から7日以内に着任しなければ
ならない。

2 新採用者は、着任し/こときは、履歴書 (写) を5日以内に、教育長に提出しなければなら

- ""-
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ない。

3 やむを得ない理由により、第1項の期間内に着任することができないときは、校長にあっ
ては教育長、所属串麗員にあっては着任先の校長の承認を受けなければならない。
(出張)

第12条 出張中、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに上司の指示を受けなければな
らない。

(1) 用務地又は日程の変更をする必要があるとき。
(2) 病気その他の事故によって、幸蛎勢することができないとき。
(3) 天災事変のため、旅行を系断売することができないとき。

2 職員は、出張用務を終わって帰校したときは、復命書により、校長に報告しなければなら
ない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(文書の収受及綱胡行)

第13条 学校に到達した文書及び物件は、校長の指示する晴灘員が収受し、次の各号により処理
するものとする。
(1) 親展文書澱視展文書収受簿に、親展電報鴎視展電報収受簿に封かんのまま登載し、校
長又はあて名の者に配布すること。
(2) 前号以外の文書は、校長の指示する職員が開封し、文劃牛名簿に、電報にあっては、
電報収受簿に登載し、校長の閲覧に供しなければならない。
紋書の取扱い)

第14条 校長は、閲覧後、処理事項を指示して取扱者に交付するものとする。
2 取扱者が文書の交付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(熔 の処理
第15条 文書の処理は、起案用紙にその同文及び処理案を記載し、かつ、醍雛系文書を添付し、
校長の決裁を受けなければならない。ただし、事案が簡単又は定例のものは、簡便な方法で
回議することができる。

2 文書の起案に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 努めて平易な言葉を用いること。
(2) なるべく一般にf貫用されている言葉を用いること。
(3) 努めて簡潔な言い回しを用いること。
(4) 字体を明瞭に書くこと。
(5) 字句を添削した場合は、その箇所に押印すること。
(6) 電報案は、特に簡明を主とし、略符号のあるものは、必ず用いること。
(7) 処理の要旨を説明する必要があるときは、その末尾に盲璃けること。
(8) 法規その他参照を必要とする事項は、その要旨を抜粋して、処理案の末尾に老耐寸する
こ と。

(電話又はロ頭授理事項の処理
第16条 電話又はロ頭によって受理した事項で重要と認めるものは、電話又はロ頭授理用紙に、
その要領を記載し、第14条第2号の例により処理しなければならない。
　　　　

第17条 文書の署名は、校長名又は学校名を用いる。
(公印の取扱い)

第18条 学校における公印の押印、保管等については、校長が保管者として責任をもって行わ
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なければならない。
(事務の引継ぎ)

第19条節灘員は、車覇壬、f和哉又は退職等により、その席畿務を離れるときは、事務引継書により、
後任者又は上司の指名した者にその事務を引き継がなければならない。ただし、上司の承認
を受けた場合は、事務引継書の作成を省略し、口頭で引継ぎを行うことができる。

回付貝lj
碗た行期日)

1 このラ概則は、平成18年 3月31日から施行する。
(経塞過措置)

2 このラ魂則の施行の日の前日までに、合併前の深江町立小・中学校処務塊則 (昭和52年深江
町教育委員会槻則第1号)、有家町立小、中学校処務塊則 (昭和54年有家町教育委員会測則
第 1号)、北有馬町立小・中学校処務労兇則 (昭和52年北有馬町教育委員会魂則第 1号)、南
有馬町立小、中学校処務歎艶則 (昭和52年南有馬町教育委員会捌則第 1号)、ロ之津町立小、
中学校処務労熟則 (昭和51年ロ之津町教育委員会捌則第2号)又は加津佐町立小・中学校処務
捌則 (昭和51年加津佐町教育委員会縄則第 1号)の規定によりなされた処膿分、手続その他の
行為は、それぞれこのラ塊則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則 (平成18年10月31日教育委員会塊則第41号)
このラ塊則は、平成19年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成18年12月25日教育委員会塊則第42号)
このラ概則は、平成19年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成19年2月21日教育委員会規則第2号)
このラ概則は、平成19年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成20年3月25日教育委員会塊則第3号)
このラ魂則は、平成20年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成26年1月23日教育委員会縄則第1号)
このヲ魂則は、平成26年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成28年3月28日教育委員会捌則第2号)
このラ魂則は、平成28年 4月 1日から施行する。

附 則 (令和元年12月25日教育委員会規則第6号)
この薪現収ま、令和 2年 1月 1日から施行する。

-ィ "ー＼
- . ※ --
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様式第 1号悌析2条陵雛系)
卒業証書授与台帳

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

卒

業

年
月

日

第

号

第

号

第

号

第

号

第

号

第

号

第

号

第

号

番証

号書

氏

名

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

月

日年

生
年
月
日

規
住
所
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様式第2号係胎3条関係)
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様式第3号 (第4条襲排系)
年 自 涜 学年 組 出席簿 学級担任名

零 氏 名 陣

　　 　
　 　 　

　 　 　

　 　　
(別紙)

ー 1児童生徒出席簿記入の手引
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曜日の糟は、週休日を朱書きし、その下には赤の実線を引く。

日曜日を授業日とした場合、「日」の字の上に「出」と黒で書き、代日の「曜日」の字の上に「代」と朱書きする。曜日の欄の下には「00 のため振替」と朱書きし、余白は赤の実線を引

くo

国民の祝日は、その名称を曜日の樹の下に朱書きし、余白は赤の実線を引く。

国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の曜日の欄の下に「休日」と朱書きし、余白zは赤の実線を引く。

月末の余り日は、日を表す数字の欄を含め、黒の実線を引く。

臨時に休業する場合、曜日の穏の下には「00 のため臨時休業」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

休業日は、休業日の名称をその最初の日の曜日の開の下に朱書きし、余白は赤の実線を引く。休業最後の日も曜日の鞘の下に赤の実線を引き、最初の日の曜日の萄の下から最後の日の実

線の下に向けて、右下がりの斜線を引く。

8月は、日・曜日・氏名・本月未在籍数・入学者教・続 (退)学者敦を記入する。

登校日は、参考のため、出欠を鉛筆書きしておく。

記入符号は、次のとおりとする。理由き備考欄に記入する。出席の場合は空欄とする。

ハラ 減 数
病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

停止…テ 遅刻…≠ 早退…ノ、

10 忌引日数は、次のとおりである。(休日は通算する。)

父母…7日 祖父母・兄弟姉妹-a 日 伯叡父母…1日 曾祖父母…1日

ただし、遠距離の場合は、往復の日数を加算できる。

11 転入の場合は、その日の樹に「緑」 と記入し、備考欄に年月日を記入する。転入の前日までは、赤の実線を引く。

12 転出の場合は、その日の欄に「転出」と記入し、転出先の学校の入学許可日の前日の淵に「転学」と記入する。その間は、黒の実糖を引く。転学と記入した後は、3月末まで赤の実線を

引き、氏名も赤の1本線で抹消する。備考欄には、転学した年月日を記入する。

13 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その際、変更の場合は、赤の1本線を引き変更する。誤記訂正の場合は、赤の 2本線を引き訂正印を押す。

14 卒業学年は、卒業式の翌日から9月24日まで曜日の精の下に黒の実線を引く。

16 長期休業日

学年始休業日 4月 1日~4 月 6日

夏季休業日 7月 21日~8 月 31日

冬季休業日 12月 25日~1 月 7日

学年末休業日 3月 26日~3 月 31日

16 国民の祝日

元日・成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法記念日・みどりの日・こども

の日・海の日・山の日・敬老の日・秋分の日・スポーツの日・文化の日・勤労感謝の日

その前日及び翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に限る。) は、休日とする。この日は、曜日の樹の下に「休日」と朱書きし、余白は赤の実糖を引く。

17 不登校状態の児童生徒の出席の処理については、学校外の6盤登において相談◆指導を受け、そのことが当該児童生徒の学校復帰のために適切であると校長が認める場合は、出席扱いとす

る。なお、この場合の出席簿の記入は、「△」を記入する。

または、/又は×と記入した日を出席扱いと認めた場合は、上に「△」を重ねて記入する。備考欄には、出席扱いとした日故及び通所又は入所した方複登名を記入する。

18 出席簿は、4月 1日から3月 al日まで全日を記入する。

19 月末には、授業日教・月末在籍数・出席数等を記入する。

20 この記入要領以外の事項については、各校で統一した記入要領により記入する。

様式第4号 (第5条関雛翁

年 度 卒 業 者 紐 昔

年 月 日

南島原市教育委員会

教育長 様

学校長 嗣

卒業者 計 人

勇 人

女 人

〔卒業証書授与年月日 年 月 日)

氏 名 ・性別 生年月日 保護者氏名 線柄 現 住 所 備 考

こご-



様式第5号館檎6条度雛系)

南島原市教育委員会 様

保護者氏名 ③

就 学 猶 予 ( 免 除 ) 願

下記について就学猶予 (免除) を受けたいので,別紙診断書を添えてお願いし、たしま
す。

巽童 +生薯 保護者氏名

学 年
住 所

生 年 月 日

猶予 (免除)
理 由

児 童 生 徒
と の 続 柄

猶 予 期 間 旨 年 月 日
室 年 月 日

備 考

様式第6号係檎7条関雛系)

南島原市教育委員会 様

保護者氏名 助

復 学 属

下記のとおり復学させたいので、お届けいたします。

1 児童 (生徒)氏名
2 生年月日
3 就学猶予 {免除) の始期
4 就学猶予 (免除) の理由
5 添付書類 診断書写し
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様式第7号係納9条=謝系)

職員勤務報告書 年 自分

南島原市立 学校長 圏

職

名

氏 名

勤務し
た日数 勤 務 し, な か っ た 日 数 備考

勤

務

出

張

計

研

修

年

次

特別休暇 その他の
休 暇

職

専

免

育

児

休

業

部

分

休

業

欠

勤

そ
の
他

霊〕夏

季

忌

引

産

前

産

後

子
の
看
護

そ

の・
他

公

傷

病

気

生

理

介

護
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議案第 5 9号

南島原市有家総合運動公園整備検討委員会設置要綱を廃止する告示につい
て

提案理由

有家総合運動公園整備の基本構想及び基本計画の策定が完了し、一定の役割を終え
たことにより設置の必要が無くなったため、廃止するもの。

令和 2年 12 月 24 日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市有家総合運動公園整備検討委員会設置要綱を廃止する告示

南島原市有家総合運動公園整離与検討委員会設置要綱 (平成24年南島原市教育委員会

告示第 9号) は、廃止する。

附 則
この告示は、令和 3年 1月 1日から施行する。

- 「 -



○南島原市有家総合運動公園整備検討委員会設鑓!要綱
平成24年 5月22日教育委員会告示第9号

南島原市有家劃総合i覇粥公園整備検討委員会設擢ヱ要綱
　　　　　　

第1条 南島原市有家総合運動公園整備の基村織想・基嬬十画を策定するため、南島原市有家
総合運動公園整備検討委員会 (以下「検討委員会」という。)を設鰭阻する。
毎所掌事務)

第2条 検討委員会は、南島原市有家総合運動公園整備に関する基村毒想・基婦十画を策定し、
教育委員会へ提案する。
　　　

第3条 検討委員会は、委員20人以内をもって細織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 争議経験を有する者
(2) 教育長及び市の所龍員
(3) 前 2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者

3 委員のf翠期は、前条に規定する事務が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長 1人を置く。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総a哩し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ
の所擬努を代理する。
(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決す
るところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者を出席させ、意見又は
説明を聴くことができる。

　　　　　
第6条 検討委員会の庶務は、教育委員会スポーツ振興課において処理する。

(委任)
第 7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が別に定める。

附 貝lj
この告示は、平成24年 5月22日から施行する。
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